
■させ合う関係■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 416号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. ご挨拶とお誘い 

 

先週のご挨拶 

4/1(土)には、15 年ぶり KI さんが会いに来てくれて、北海道の小樽市で中古洋館の購入チャレンジに関する相

談でしたので、早速来週現地視察を企画中。 

4/2(日)には、M 町町長の M さんご夫妻が笑恵館にお見えになり、官民の垣根を越えた今後のお付き合いについ

て歓談しました。 

また、陸前高田の Nさんから、退職&転職のご挨拶メールが届きました。 

皆さんには、今秋からメルマガをお届けしますので、よろしくお願いいたします。 

・ 

今週のお誘い 

これまでサポートを続けてきた八島花文化財団の設立を記念して、まち歩きツアーと設立記念パーティを開催

します。 

https://yatsushimahana.com/2023/03/15/287/ 

■八島花文化財団設立記念パーティ 「うごきだす八島花」ご案内 

【日時】2023年 04月 09日(日)15:30～18:00 

【会場】きらきら会館（東京都墨田区京島 3-52-8、キラキラ橘商店街内）（Googlemap） 

【オンライン】zoom配信 （ZOOMリンク） 

【参加費】無料（ドネーション・差入歓迎） 

■同日開催 財団定例イベント 「八島花まちあるきツアー」ご案内 

【日時】2023年 04月 09日(日)13:00～15:00 

【集合】京島駅（東京都墨田区京島 3-60-5、駅という愛称の建物）（Googlemap） 



【参加費】一般参加※：2000円、紹介/学割参加：1000円、招待参加/高校生以下：無料 

※クラウドファンディングにてご支援いただいた方は、4/9 の回のみ、ご支援の金額やリターンの内容に関わら

ず、無料でご招待いたします（同伴者さまはご紹介枠にてご案内いたします） 

【定員】15名（先着順） 

【お申し込み・詳細】https://yatsushimahana.peatix.com/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログより：させ合う関係 

 

先日笑恵館の仲間たちと一緒に「妖怪の孫」という映画を見に行った。 

妖怪とは、かつて昭和の妖怪と呼ばれた政治家「岸伸介」のことで、その孫とは昨年遊説中に銃撃された安倍

晋三元首相を指す。 

映画の内容は、現状の政治とメディアの在り方に対する痛烈な批判に終始する。 

そのため、十分な告知ができない上に、上映館には脅迫まがいの苦情電話が鳴りやまず、監督自らが問い合わ

せ対応に追われたと嘆く。 

それは、当日急遽行われた内山雄人監督の舞台挨拶で語られた、撮影時のエピソードや公開までの苦労話、殺

されかけたかもしれない登場人物の生証言からよく分かった。 

・ 

だが本作は、すでに妖怪の孫が去った後も妖気が漂い続ける日本社会への警鐘であり、その上映館は確実に増

えつつある。 

特に、憲法改正に関する政権与党の動きには予断を許すことができず、自民党の作成した改憲草案は、「憲法の

改正」でなく、「憲法を憲法でなくす暴挙」だという。 

この問題点に関する説明の中に、興味深い部分が有ったので、是非とも紹介したい。 

法律は憲法の規定を満たす範囲内で作られるため、多くの人が「憲法は法律の法律である」と説明される。（Ａ） 

そしてこの違いを、さらに分かりやすく言うならば、憲法は「国民が国家に守らせる法」であり、法律は「国

家が国民に守らせる法」であるという。（Ｂ） 

僕が着目したのは、このＡＢ二つの説明が同じことを示すとは到底思えないほど異なること。 

今日の本題は、この驚きに関する考察だ。 

・ 

まず、話題の AI（chatGBT）によれば・・・ 

憲法と法律は、それぞれ異なる役割を持つ法律です。 

憲法は、国家の最高法規であり、国家の根幹をなすものです。 

一方、法律は、国民が守るべきルールであり、憲法に基づいて制定されます。（Ａ） 

憲法は、国家権力に対する制限を定めたものであり、国民の基本的人権を保障することが目的です。 

一方、法律は、国民が守るべきルールであり、社会秩序を維持することが目的です。（Ｂ） 

・・・となるが、先ほどのＡＢの説明に対応していて面白い。 

さらに言えば、AIの説明 ABがよく似た表現であることも、先ほどの説明とは対照的だ。 

特に、「法律=国家が国民に守らせる法」と「憲法=国民が国家に守らせる法」の「守らせる」という表現が、

AIが用いる「守るべき」の反意を示すところに注目したい。 

・ 

ここで論理の組み立てを見てみよう。 



Ｂの説明から、「憲法」と「法律」はどちらも「法の一種」と考えれば、Ａの説明は「憲法と言う法は、法律と

呼ばれる様々な法を作るための法である」となる。 

そして、Ｂの説明における法律の説明を憲法の説明に代入すれば、「憲法とは、国民が”国民に守らせる法を作

る国家”に守らせる法である」となる。 

この 2つを合わせることで、「法を作る＝法を守らせる」ということに僕は気づいた。 

つまり国家と国民は、互いに法を守らせる関係だ。 

法治国家とは、法で治める国家であると同時に法で治められる国家のはず。 

持続する江戸時代を実現した徳川家康は、武家諸法度をはじめとする法体系を整備したことで、自らを法にし

た信長や秀吉と明らかに一線を画している。 

・ 

さて、ここで言う「国民と国家」の関係は、身近な概念に置き換えれば「個人と組織」の関係だ。 

憲法や法律が国家の取り扱う「法」ならば、個人や組織が取り扱う「法」をルールと呼んでみよう。 

これを先ほどの説明Ｂに代入すると・・・「ルール」は「個人が組織に守らせるルール」と「組織が個人に守ら

せるルール」に分類できるが、確かに法人には「組織に守らせる定款」と「構成員に守らせる規則」が存在す

る。 

そして、これを土地所有に置き換えて「官と民」に分類すれば、土地は「官有地と民有地」に分類できる。 

さらに「所有する」を「・・させる」に置き換えるなら、「管理させる」ではどうだろう。 

2 つに大別された土地所有を、「官有地：個人が組織に管理させる土地」と「民有地：組織が個人に管理させる

土地」と言っても良いように思われる。 

・ 

と、今日は「妖怪の孫」という映画から「改憲問題」にホップし、そこから「国民と国家」が法を守らせ合う

関係にステップし、そこから「個人と組織（市民と社会）」が土地を管理させ合う概念にジャンプした。 

読んでくださる方に対しては、余りにも不十分で不親切な説明だったと思うが、お許しを。 

そして、是非ともあなたからの批判や意見で叩かれたい。 

よろしく！ 

 

https://nanoni.co.jp/20230403/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今週の動向＋今後の予定（下記以外はすべて空いてます） 

【凡例】◎：要連絡、〇：要申込、×：一般参加不可 

 

■今週の動向 

（火）04/04 いづみ（横浜）作業日 

 交流◎：09-17時 いづみプロジェクト説明会_2火（反町） 

 会議×：10-12時 LRL理事会（反町） 

（水）04/05 なのに（世田谷）作業日 

   会食×：18-21時 拓也誕生日会（二子玉川） 

（木）04/06 なのに（世田谷）作業日 

（金）04/07 なのに（世田谷）作業日 

（土）04/08 なのに（世田谷）作業日 



 交流◎：09-17時 よろず相談会_土（笑恵館） 

   会議〇：10-11時 八島花文化財団理事MTG_2日（オンライン） 

会議×：12-14時 RYUSENプロジェクト_2土（オンライン） 

（日）04/09 なのに（各所）作業日 

交流〇：15-18時 八島花発表会（京島） 

（月）04/10 なのに（各所）作業日 

   交流◎：10-12時 土屋由希子事務所開き（湯河原） 

 

■今後の予定 

04/11 会議〇：20-21時 LR定例営会議_2火（オンライン） 

04/13 会議◎：17-19時 笑恵館運営会議_2木（笑恵館） 

04/15 交流◎：09-17時 よろず相談会_土（笑恵館） 

04/16 会議〇：21-22時 八島花文化財団事務局MTG_3日（オンライン） 

04/17 交流○：15-17時 笑恵館女子会_3月（笑恵館） 

04/20 交流◎：13-18時 なるほどデイ_3木（笑恵館） 

04/20 交流◎：18-20時 完全持ち寄り食事会_3木（笑恵館） 

04/20 会議〇：21-22時 ARこども書籍 PJT_3木（オンライン） 

04/22 交流×：18-20時 住人食事会（笑恵館） 

04/23 交流〇：10-14時 名栗の森 OSC例会（飯能） 

04/25 交流◎：09-17時 いづみプロジェクト説明会_4火（反町） 

04/25 会議〇：20-21時 LR定例営会議_4火（オンライン） 

04/27 会議◎：17-19時 笑恵館運営会議_4木（笑恵館） 

04/30-05/01 家族旅行（箱根） 

05/07 会議◎：10-12時 八島花文化財団理事M_1日（オンライン） 

05/09 交流◎：09-17時 いづみプロジェクト説明会_2火（反町） 

05/13 会議×：12-14時 RYUSENプロジェクト_2土（オンライン） 

05/14 会議〇：10-11時 八島花文化財団理事MTG_2日（オンライン） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

４．地主の学校・販売中 

 

拙著【地主の学校】はこちら 

https://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-23339-0.jsp 

セミナー、読書会など気軽にご相談ください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

5．アクセスポイント 

 

松村拓也 



メール takuya@nanoni.co.jp 

携帯 090-9830-3669 

 

自宅： 

〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19笑恵館 

http://shokeikan.com/ 

 

主な所属団体： 

株式会社なのに（取締役・平社員） 

http://nanoni.co.jp/ 

一般社団法人日本土地資源協会（代表理事） 

http://land-resource.org/ 

特手非営利活動法人 HOME-FOR-ALL（事務局長） 

http://www.home-for-all.org/ 

一般社団法人地域社会圏研究所（事務局長） 

https://www.localrepubliclabo.com/ 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

6．このメルマガについて 

松村拓也とご縁のあった方に、日々の活動やブログ記事などの情報をほぼ毎週お届けします。 

参加希望、ご意見、ご質問など、何でもこのメールに返信してください。 

 

バックナンバーはこちら 

http://nanoni.co.jp/magazine/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://eepurl.com/dHjgFX 

まぐまぐ版はこちら 

https://www.mag2.com/m/0001693746 

 


